
 

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく、 

半導体に係る安定供給確保を図るための取組方針改定（案） 

に関する意見公募手続の結果について 

 

令和６年３月２８日 

経済産業省 

商務情報政策局 情報産業課 

製造産業局 素材産業課 

 

「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく、半導体に

係る安定供給確保取組方針改定（案）」について、令和６年２月２日から同年３月４日まで意見公

募手続を実施しました。 

提出意見と提出意見を考慮した結果については以下のとおりです。なお、行政手続法第四十三条

２項に基づき、提出意見は整理又は要約しております。 

 

 提出意見 提出意見を考慮した結果 

１ 「半導体製造装置及び半導体製造装置

を構成する部品・素材等」の該当範囲

を判断する基準を教えていただきた

い。また本件に関する相談窓口を教え

ていただきたい。 

「半導体製造装置及び半導体製造装置を構成

する部品・素材等」を含めて、政府として本

事業の目的を達成するために必要な取組を優

先的に支援する観点から、投資規模やその内

容については一定の要件を設けざるを得ない

と考えています。 

ただし、一定の要件に該当するという理由だ

けで事業計画を認定できるわけではないこと

から、案件ごとに緊要性や重要性を確認し、

関係者と協議した上で、計画認定の是非を総

合的に判断いたします。 

なお、本件に係るご質問、ご相談について

は、経済産業省商務情報政策局情報産業課デ

バイス・半導体戦略室まで適時お寄せくださ

い。 

２ 「半導体製造装置等」のうち、「事業

着手の前年度比」で「生産能力 3割以

上増強」という要件については、半導

体に係る安定供給確保を図るという目

的に向け、将来の産業競争力確保や日

本における製造・開発拠点維持のため

にも、申請案件ごとの背景や複数年に

渡る効果を含めて総合的に判断いただ

きたい。各企業からの事前相談にも、

柔軟にご対応いただきたい。 

「半導体製造装置等」を含めて、政府として

本事業の目的を達成するために必要な取組を

優先的に支援する観点から、投資規模やその

内容については一定の要件を設けざるを得な

いと考えています。 

ただし、一定の要件に該当するという理由だ

けで事業計画を認定できるわけではないこと

から、案件ごとに緊要性や重要性を確認し、

関係者と協議した上で、計画認定の是非を総

合的に判断いたします。 



なお、本件に係るご質問、ご相談について

は、経済産業省商務情報政策局情報産業課デ

バイス・半導体戦略室まで適時お寄せくださ

い。 

３ 取組方針において、支援対象となる部

素材を具体的・網羅的に記載すること

は困難であると思われる一方、運用に

おいては、個々の製品としての部素材

を取り巻く経済安全保障上の意義など

を総合的に勘案していただき、幅広い

支援をお願いしたい。 

「半導体部素材等」を含めて、政府として本

事業の目的を達成するために必要な取組を優

先的に支援する観点から、投資規模やその内

容については一定の要件を設けざるを得ない

と考えています。 

ただし、一定の要件に該当するという理由だ

けで事業計画を認定できるわけではないこと

から、案件ごとに緊要性や重要性を確認し、

関係者と協議した上で、計画認定の是非を総

合的に判断いたします。 

４ ＧＸリーグへの参画と、（１）～

（５）に列記されている要件との関係

性を整理いただきたい。また GXリー

グに参加していれば充足する要件があ

る場合、明確化いただきたい。 

御指摘を踏まえて、ＧＸリーグへの参画と、

（１）～（５）に列記されている要件との関

係を明らかにするよう修正いたします。 

なお、（３）及び（４）については、ＧＸリー

グへの参画によって充足されますが、（５）に

ついては、ＧＸリーグで期待される取組だけ

でなく、個別に必要となる排出削減効果等の

観点から掲げた要件であることから、ＧＸリ

ーグ参画によって充足されるものではありま

せん。 

いずれにせよ、我が国の脱炭素政策と整合す

るよう、本政策を進めてまいります。 

５ 「半導体部素材等」のうち、「事業着

手の前年度比」で「生産能力 3割以上

増強」という要件については、案件ご

とに柔軟に運用いただきたい。 

「半導体部素材等」を含めて、政府として本

事業の目的を達成するために必要な取組を優

先的に支援する観点から、投資規模やその内

容については一定の要件を設けざるを得ない

と考えています。 

ただし、一定の要件に該当するという理由だ

けで事業計画を認定できるわけではないこと

から、案件ごとに緊要性や重要性を確認し、

関係者と協議した上で、計画認定の是非を総

合的に判断いたします。 

６ 「従来型半導体」について、「原則と

して事業規模 300 億円以上とする」

とする条件を削除するか、事業規模を

100億円以上まで緩和または引き下げ

ていただきたい。 

「従来型半導体」を含めて、政府として本事

業の目的を達成するために必要な取組を優先

的に支援する観点から、投資規模やその内容

については一定の要件を設けざるを得ないと

考えています。 



ただし、一定の要件に該当するという理由だ

けで事業計画を認定できるわけではないこと

から、案件ごとに緊要性や重要性を確認し、

関係者と協議した上で、計画認定の是非を総

合的に判断いたします。 

７ 「半導体製造装置・半導体部素材を構

成する部品・素材等」について、具体

的な品目を例示いただきたい。 

本事業の目的を達成するために支援すべき品

目を具体的かつ包括的に列挙することは困難

であり、個々の品目が対象含まれるかどうか

判断に迷う場合は、経済産業省商務情報政策

局情報産業課デバイス・半導体戦略室までご

連絡ください。 

なお、一定の要件に該当するという理由だけ

で事業計画を認定できるわけではないことか

ら、案件ごとに緊要性や重要性を確認し、関

係者と協議した上で、計画認定の是非を総合

的に判断いたします。 

８ 「従来型半導体」の対象品目を「パワ

ー半導体、マイコン、アナログ『な

ど』」に変更いただきたい 

「従来型半導体」を含めて、政府として本事

業の目的を達成するために必要な取組を優先

的に支援する観点から、投資規模やその内容

については一定の要件を設けざるを得ないと

考えています。 

なお、個々の品目が対象含まれるかどうか判

断に迷う場合は、経済産業省商務情報政策局

情報産業課デバイス・半導体戦略室までご連

絡ください。 

９ 設備投資等の初期コストのみならず、

ランニングコスト低減のため、更に優

遇した電力料金減免を措置いただきた

い。 

御意見も踏まえながら、引き続き半導体に係

る安定供給確保を図るための取組みを推進し

てまいります。 

１０ 多結晶シリコン、金属シリコンは、

「半導体部素材等」に含まれるか確認

したい。また、含まれないとすれば、

中国依存度が高いため、安定供給確保

のための対策についてご配慮をお願い

したい。 

本事業の目的を達成するために支援すべき品

目を具体的かつ包括的に列挙することは困難

であり、個々の品目が対象含まれるかどうか

判断に迷う場合は、経済産業省商務情報政策

局情報産業課デバイス・半導体戦略室までご

連絡ください。 

なお、一定の要件に該当するという理由だけ

で事業計画を認定できるわけではないことか

ら、案件ごとに緊要性や重要性を確認し、関

係者と協議した上で、計画認定の是非を総合

的に判断いたします。 

１１ 「半導体部素材を構成する部品・素材

等」に、シリコンウェーハの超平坦度

本事業の目的を達成するために支援すべき品

目を具体的かつ包括的に列挙することは困難



確保のための精密研磨工程で使用する

部品・素材等が含まれることとしてい

ただきたい。 

であり、個々の品目が対象含まれるかどうか

判断に迷う場合は、経済産業省商務情報政策

局情報産業課デバイス・半導体戦略室までご

連絡ください。 

なお、一定の要件に該当するという理由だけ

で事業計画を認定できるわけではないことか

ら、案件ごとに緊要性や重要性を確認し、関

係者と協議した上で、計画認定の是非を総合

的に判断いたします。 

１２ 認定済み計画に供給確保計画に対し、

環境変化に応じた追加支援を実施いた

だきたい。 

一般論として、補助上限額は交付決定額とな

りますが、事業実施に当たり相談すべき事項

等があれば、個別に経済産業省商務情報政策

局情報産業課デバイス・半導体戦略室までご

連絡ください。 

１３ 半導体および主要部素材の生産に必要

不可欠な部素材・原料のサプライチェ

ーンが強化される取り組みを実施いた

だきたい。 

御意見も踏まえながら、引き続き半導体に係

る安定供給確保を図るための取組みを推進し

てまいります。 

１４ 半導体産業における人材拡充を支援す

る取り組みを拡充いただきたい。 

御意見も踏まえながら、引き続き半導体に係

る人材育成・確保を図るための取組みを推進

してまいります。 

 


